
受注者受注者受注者受注者がががが

請求請求請求請求するするするする場合場合場合場合

発注者発注者発注者発注者がががが

請求請求請求請求するするするする場合場合場合場合

＜受注者＞ ≪発注者≫

様式－Ｓ１ 様式－Ｓ１’

７日

以内

≪発注者≫

様式－Ｓ２

＜受注者＞ ≪発注者≫

様式－Ｓ３－１ 様式－Ｓ３’－１

※請求額に対して

　異論を唱える場合 ２ケ月

＜受注者＞ 以上

14日
証明様式－１'

以内

≪発注者≫ ≪発注者≫

様式－Ｓ４ 様式－Ｓ４’

≪発注者≫ ≪発注者≫

様式－Ｓ５ 様式－Ｓ５’

（設計書の請負金額とスライド額を合算）

≪発注者≫ ≪発注者≫

様式－Ｓ７ 様式－Ｓ７’

スライド額決定

変更指示数量等

契約事項第25条第5項

契約事項第25条第8項

契　　約

変更指示・協議等

の精算変更契約

スライド調書作成

原則

45日

契約事項第25条第7項

スライド変更契約

工　期　末

スライド額協議開始

資料２

請求日

スライド額協議

開始日の通知

単品スライド実施フロー
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